
 

 

 

中央訓練協議会開催要綱 

 

 

１ 趣旨 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の

安定、労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによ

る業務の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円

滑な再就職に資するよう、労働者に対して、適切な職業能力開発を行う必要が

ある。 

このため、新規の成長や雇用吸収の見込まれる産業分野における人材ニ

ーズを的確に踏まえ、職業訓練の実効ある展開に資するため、公共職業訓練

及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）の重点分野及びその実

施規模、人材が定着・能力発揮できる環境整備の方策等について検討する中

央訓練協議会（以下「協議会」という。）を開催する。 

 

２ 構成 

（１）協議会の構成は、別紙のとおりとする。 

（２）職業能力開発局長は、構成員の中から座長を依頼する。 

（３）協議会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

３ ワーキングチーム 

協議会は、必要に応じ、産業分野ごとのワーキングチームを設置・開催する

ことができる。 

 

４ 協議事項 

（１）全国における公的職業訓練の訓練実施分野及び規模の設定に関すること 

（２）公的職業訓練の効果的な実施に関すること 

（３）その他必要な事項に関すること 

 

５ 庶務 

協議会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、厚生労働省職業能力開発

局において処理する。 

 

参考資料２ 



 

６ その他 

協議会の議事については、別に協議会において申し合わせた場合を除き、

公開とする。 

この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項その他必要な 

事項は、厚生労働省職業能力開発局長が定める。 


